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所
得
税
法
の
改
正

年
末
調
整
・
確
定
申
告
に
は
、国
民
年
金
も

社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

町
税
等
の
夜
間
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し
っ

と
く

　

平
成
16
年
度
の
改
正
事
項
の
う

ち
、
平
成
17
年
分
の
所
得
税
か
ら

適
用
さ
れ
る
主
な
も
の
は
次
の
２

点
で
す
。

①
公
的
年
金
等
控
除
の
改
正

　

雑
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
公

的
年
金
等
の
収
入
金
額
か
ら
控
除

さ
れ
る
公
的
年
金
控
除
額
の
う
ち
、

年
齢
65
歳
以
上
の
方
に
対
し
て
上

乗
せ
し
て
適
用
さ
れ
る
部
分
が
廃

止
さ
れ
ま
し
た
が
、
最
低
控
除
額

70
万
円
に
つ
い
て
50
万
円
加
算
し
、

120
万
円
と
す
る
特
例
措
置
が
講
じ

ら
れ
ま
し
た
。

（
左
記
の
計
算
表
を
参
照
し
て
く

　

だ
さ
い
。
）

②
老
年
者
控
除
の
廃
止

　

老
年
者
控
除
（
控
除
額
50
万
円
）

は
、
平
成
16
年
分
を
も
っ
て
廃
止

さ
れ
ま
し
た
。

　
　【

お
問
い
合
わ
せ
】

　

諏
訪
税
務
署　

個
人
課
税
部
門

　
　
　

５
７-

５
２
１
１（
直
通
）

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し

た
全
額
が
所
得
税
・
市
町
村
民
税

等
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と

な
り
ま
す
が
、
所
得
税
法
等
の
一

部
が
改
正
さ
れ
、
平
成
17
年
分
の

所
得
の
申
告
か
ら
、
国
民
年
金
保

険
料
を
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て

申
告
す
る
場
合
に
、
一
年
間
に
納

付
（
納
付
見
込
み
を
含
む
）
し
た

国
民
年
金
保
険
料
を
証
明
す
る
書

類
の
添
付
等
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま

し
た
。

　

こ
の
た
め
、
一
年
間
に
納
付
し

た
国
民
年
金
保
険
料
の
額
を
証
明

す
る
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
（
ハ
ガ

キ
）
が
、
社
会
保
険
庁
か
ら
11
月

初
旬
に
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
年

の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に
加
入
し

た
場
合
な
ど
、
10
月
以
降
に
本
年

初
め
て
保
険
料
を
納
付
す
る
方
に

つ
い
て
は
、
翌
年
２
月
初
旬
に
同

様
の
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告
の
手

続
き
の
際
は
、
必
ず
こ
の
証
明
書

や
領
収
書
を
添
付
等
し
て
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
国
民
年
金
保
険
料
は
、

被
保
険
者
本
人
だ
け
で
な
く
、
そ

の
世
帯
の
世
帯
主
及
び
配
偶
者
も

連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
が
あ
り

ま
す
。
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
し
た
場
合
も
、
納
付
額

の
全
額
が
納
付
し
た
方
の
所
得
税

等
の
控
除
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、

年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告
の
際

に
ご
自
身
の
社
会
保
険
料
の
額
と

合
算
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
際
も
、
ご
家
族
分
の
証
明
書

の
添
付
等
が
必
要
で
す
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
保
険

庁
か
ら
送
付
さ
れ
る
「
社
会
保
険

料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
お
問

い
合
わ
せ
先
へ
お
願
い
し
ま
す
。

　
社
会
保
険
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　

http://www.sia.go.jp/

　

町
で
は
、
役
場
の
通
常
業
務
時

間
に
仕
事
の
都
合
な
ど
で
役
場
に

来
ら
れ
な
い
方
の
利
便
を
図
る
た

め
、
窓
口
延
長
業
務
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。
そ
れ
に
合
わ
せ
納
税
窓

口
を
開
設
し
ま
し
た
の
で
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
来
庁
の
際
に
は
必

ず
納
入
通
知
書
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。

◆
開
設
日

　

毎
週
火
曜
日
（
火
曜
日
が
祝
日

　

の
場
合
は
翌
日
と
な
り
ま
す
。
）

◆
納
税
場
所
及
び
時
間

　

役
場
財
務
課
（
１
階
）

　

午
後
５
時
15
分
〜
午
後
７
時

【
お
問
い
合
わ
せ
】

　

財
務
課
収
納
係　

　
　
　
　
　
　

６
２-

９
１
２
３
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有)

９
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２
３

●65歳未満の方（昭和16年1月2日以後に生まれた方）

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る
雑所得の金額

 70万円まで

70万円超 130万円未満

130万円以上 410万円未満

410万円以上 770万円未満

770万円以上　

 ０円

収入金額　-       70万円＝

収入金額×0.75-  37.5万円＝

収入金額×0.85-  78.5万円＝

収入金額×0.95- 155.5万円＝

●65歳以上の方（昭和16年1月1日以前に生まれた方）

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る
雑所得の金額

 120万円まで

120万円超 330万円未満

330万円以上 410万円未満

410万円以上 770万円未満

770万円以上　

 ０円

収入金額　- 120万円＝

収入金額×0.75- 37.5万円＝

収入金額×0.85- 78.5万円＝

収入金額×0.95- 155.5万円＝

e-Tax（国税電子申告・納税シス
テム）は、これまで書面により行
っていた国税の申告・納税及び
申請・届出等の手続きを、インタ
ーネット等で行うシステムです。

■ｅ－Ｔａｘを利用すると
◇自宅やオフィスから申告や納税が
　できます。
◇源泉所得税の毎月納付、消費税の
　中間申告や納税など、ご利用回数
　の多い手続きに大変便利です。
※ｅ－Ｔａｘのご利用に当たっては、事
　前に利用開始のための手続き等が
　必要です。

詳しくは、ｅ－Ｔａｘホームページ
http://www.e-tax.nta.go.jpを
ご覧いただくか、ヘルプデスク
　0570-015901（祝日等を除く月～金
曜日 午前９時～午後５時）へお問い
合わせください。

ご利用ください！
便利な e-Tax


